
１．健康課
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2013

S53～ 第１次国民健康づくり
健康診査の充実、市町村保健センター等の整備、

保健師などのマンパワーの確保

S63～ 第２次国民健康づくり ～アクティブ８０ヘルスプラン～

運動習慣の普及に重点をおいた対策

（運動指針の策定、健康増進施設の推進等）

H12～ 第３次国民健康づくり

～健康日本21～
一次予防の重視

具体的な目標設定とその評価

H15(2003) 健康増進法の施行

H19(2007) 健康日本21中間評価

H23(2011) 健康日本21最終評価
「スマート・ライフ・
プロジェクト」開始H25～ 第４次国民健康づくり

～健康日本21（第二次）～
健康寿命の延伸・健康格差の縮小を目標

生活習慣に加え社会環境の改善を目指す

H30(2018) 健康日本21（第二次）中間評価

R４(2022)  健康日本21（第二次）最終評価

我が国における健康づくり運動

2024
R6～   第５次国民健康づくり

～健康日本21（第三次）～2035

○平均寿命が延びる一方で、高齢化や生活習慣の変化により、疾患構造が変化してきた。国民の健康づくりを社会全体

で進めることの重要性が増す中で、健康づくり対策を総合的・計画的に推進するため、累次の国民健康づくり運動を

展開してきた。
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健康増進法に基づく基本方針と健康増進計画

第７条 厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。

国民健康づくり運動を進める上での基本方針。「国民健康づくり運動プラン」と呼称。以下の事項について定める。

①国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向

②国民の健康の増進の目標に関する事項

③都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画の策定に関する基本的な事項

④国民健康・栄養調査その他の健康の増進に関する調査及び研究に関する基本的な事項

⑤健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項

⑥食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣に関する正しい知識の普及に関する事項

⑦その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項

基本方針（国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針：大臣告示）

都道府県

市町村
（特別区含む）

・基本方針を勘案し、都道府県健康増進計画を策定

（義務）

・基本方針・都道府県健康増進計画を勘案し、市町村

健康増進計画を策定（努力義務）

健康増進法

国民健康づくり運動
の展開
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健康日本2 1（第三次）の全体像

全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現ビジョン

誰一人取り残さない
健康づくり
（Inclusion）

目標の設定・評価
エビデンスを踏まえた目標設定、

中間評価・最終評価の精緻化健康寿命の延伸と健康格差の縮小

基本的な方向

個人の行動と健康状態の改善

社会環境の質の向上

ライフコースアプローチを踏まえた
健康づくり

集団や個人の特性を踏まえた
健康づくり

性差や年齢、ライフコースを
加味した取組の推進

アクションプランの提示
自治体の取組の参考となる

具体的な方策を提示

ICTの利活用
ウェアラブル端末やアプリ
などテクノロジーを活用

多様な主体による健康づくり
産官学を含めた様々な担い手の

有機的な連携を促進

健康に関心が薄い者を含む
幅広い世代へのアプローチ
自然に健康になれる環境づくり

の構築

より実効性をもつ
取組

（Implementation）
ビジョン実現のため、以下の基本的な方向で

国民健康づくり運動を進める

※期間は、令和６～17年度の12年間の予定。

○ 人生100年時代を迎え、社会が多様化する中で、各人の健康課題も多様化しており、「誰一人取り残さない健康づくり」を推進する。

また、健康寿命は着実に延伸してきたが、一部の指標が悪化しているなど、さらに生活習慣の改善を含め、個人の行動と健康状態の改

善を促す必要がある。このため、「より実効性をもつ取組の推進」に重点を置く。
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生活機能の維持・向上

生活習慣病
（NCDs）の
発症予防

生活習慣病
（NCDs）の
重症化予防

  

全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現のために、以下に示す方向性で健康づくりを進める

健康日本2 1（第三次）の概念図

健康寿命の延伸・健康格差の縮小

個人の行動と健康状態の改善 社会環境の質の向上

自然に
健康になれる
環境づくり

社会とのつながり・こころの健康の
維持及び向上

誰もがアクセスできる
健康増進のための基盤の整備

生活習慣の
改善

（リスク
ファクター
の低減）

ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり
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健康日本2 1（第三次）推進専門委員会

6

（敬称略・五十音順）

第１回 （令和５年10月20日済）

（１）推進専門委員会の進め方について

第２回 （令和６年3月11日済）

（１）スマート・ライフ・プロジェクト等のあり方について

（２）個別領域の取組について：身体活動・運動、睡眠領域

第３回 （令和６年10月8日済）

（１）スマート・ライフ・プロジェクト等のあり方について（２回目）

（２）個別領域の取組について：飲酒、喫煙・ＣＯＰＤ領域

第４回 （令和６年12月24日）

（１）健康寿命の令和４年値について 

（２）個別領域の取組について：栄養・食生活領域

委員名簿開催実績

構成員 所属

1 岡村 智教 慶應義塾大学医学部 教授

2 佐原 博之 公益社団法人日本医師会常任理事

3 瀧本 秀美
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事兼国立健
康・栄養研究所長

4 辻 一郎（座長） 東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野 客員教授

5 津下 一代 女子栄養大学 特任教授

6 長津 雅則 公益社団法人日本薬剤師会 常務理事

7 古井 祐司
東京大学未来ビジョン研究センターデータヘルス研究ユニッ
ト特任教授 兼 自治医科大学客員教授

8 松本 珠実 公益社団法人日本看護協会 常任理事

9 諸岡 歩 公益社団法人日本栄養士会 理事

10 山縣 然太朗
山梨大学大学院総合研究部附属出生コホート研究センター 特任教授
兼 国立成育医療研究センター成育こどもシンクタンク 副所長

11 山下 輝夫
兵庫県保健医療部長
※全国衛生部長会

12 横山 徹爾 国立保健医療科学院生涯健康研究部長
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１．国及び地方公共団体の責務等

(1) 国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努め

る。

(2) 国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設等の管理権原者その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を

防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努める。

(3) 国は、受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努める。

望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙
を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定める。

【基本的考え方 第１】「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない

者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。

【基本的考え方 第２】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外

について、受動喫煙対策を一層徹底する。

【基本的考え方 第３】施設の類型・場所ごとに対策を実施

「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度

に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。

その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。

改正の趣旨

改正の概要

健康増進法の一部を改正する法律（平成30年法律第78号） 概要
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２．多数の者が利用する施設等における喫煙の禁止等
(1) 多数の者が利用する施設等の類型に応じ、その利用者に対して、一定の場所以外の場所における喫煙を禁止する。
(2) 都道府県知事（保健所設置市区にあっては、市長又は区長。以下同じ。）は、(1)に違反している者に対して、喫煙の中止等を命ず

ることができる。
 

(3) 旅館・ホテルの客室等、人の居住の用に供する場所は、(1)の適用除外とする。
(4) 喫煙をすることができる室には20歳未満の者を立ち入らせてはならないものとする。
(5) 屋外や家庭等において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないものとす

る。

３．施設等の管理権原者等の責務等

(1)  施設等の管理権原者等は、喫煙が禁止された場所に喫煙器具・設備（灰皿等）を設置してはならないものとする。
(2) 都道府県知事は、施設等の管理権原者等が(1)に違反しているとき等は、勧告、命令等を行うことができる。

４．その他

(1) 改正後の健康増進法の規定に違反した者について、所要の罰則規定を設ける。

(2) この法律の施行の際現に業務に従事する者を使用する者は、当該業務従事者の望まない受動喫煙を防止するため、適切な措置をとる

よう努めるものとする。

(3) 法律の施行後５年を経過した場合において、改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果

に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

※１ 屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる。
※２ たばこのうち、当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するもの。
※３ 一の大規模会社が発行済株式の総数の二分の一以上を有する会社である場合などを除く。
注：喫煙をすることができる場所については、施設等の管理権原者による標識の掲示が必要。
注：公衆喫煙所、たばこ販売店、たばこの対面販売（出張販売によるものを含む。）をしていることなどの一定の条件を満たしたバーやスナック等といっ

た喫煙を主目的とする施設について、法律上の類型を設ける。

Ａ 学校・病院・児童福祉施設等、行政機関

旅客運送事業自動車・航空機

禁煙

（敷地内禁煙（※１））

Ｂ 上記以外の多数の者が利用する施設、

旅客運送事業船舶・鉄道
原則屋内禁煙

(喫煙専用室（喫煙のみ）内

でのみ喫煙可)

飲食店

【加熱式たばこ（※２）】

原則屋内禁煙

(喫煙室（飲食等も可）内

での喫煙可)

経過措置

既存特定飲食提供施設

（個人又は中小企業（資本金又は出資の総額

5000万円以下（※３））

かつ 客席面積100㎡以下の飲食店）

標識の掲示により喫煙可

2020年４月１日（ただし、１及び２(5)については2019年１月24日、２.Ａ二重線部の施設に関する規定については2019年７月１日）

施行期日

別に法律で定める日までの間の措置

当分の間の措置

【原則屋内禁煙と喫煙場所を設ける場合のルール】
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屋内禁煙 喫煙専用室設置（※）
加熱式たばこ専用の
喫煙室設置（※）

○ 敷地内禁煙
・学校、児童福祉施設
・病院 、診療所
・行政機関の庁舎 等

or

※ 全ての施設で、
喫煙可能部分には、
ア喫煙可能な場所である
旨の掲示を義務づけ

イ客・従業員ともに
20歳未満は立ち入れない

屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる。

○ 喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮
  （例） できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮。

  子どもや患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では喫煙をしないよう配慮。

屋外や家庭など

喫煙可能（※）

喫煙専用室と同等の煙の流出防止措置を講じている場合は、非喫煙スペースへの20歳未満の立入りは可能。

【経過措置】

既存の経営規模の
小さな飲食店

・個人又は中小企業が経営
・客席面積100㎡以下

上記以外の施設＊

・事務所
・工場
・ホテル、旅館
・飲食店
・旅客運送用事業船舶、鉄道

・国会、裁判所
等

＊個人の自宅やホテル等の客室など、人の居住

の用に供する場所は適用除外

○ 原則屋内禁煙 （喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要）

○ 喫煙可能な場所である旨を掲示することにより、店内で喫煙可能

経営判断により選択

経
営
判
断 

等

室外への煙の流出防止措置

飲食
可

喫煙のみ

子どもや患者等に特に配慮

第一種施設

第二種施設

喫煙を主目的とする施設
・喫煙を主目的とするバー、スナック等
・店内で喫煙可能なたばこ販売店 ・公衆喫煙所

○ 施設内で喫煙可能（※）
喫煙目的施設

改正健康増進法の体系

2019
年

7月1

日施
行

2020
年

4月1
日
施行

2019年
1月24日
施行
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受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進

○ 改正健康増進法第25条及び第26条の規定に基づき、望まない受動喫煙が生じないよう、受動
喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するとともに、施設の管理権原者等と相
互に連携を図りながら協力するように努めていただく。

（具体的な取組みの例）
・ 国民や施設の管理権原者などに対し、改正健康増進法の内容、受動喫煙による健康影響等について、

パンフレット資材の作成・配布等を通じて周知啓発を推進
・ 屋外における受動喫煙対策としての屋外分煙施設の設置
・ 施設等における受動喫煙対策の実施状況に関する情報交換の実施
・ 受動喫煙の防止に関する意識や喫煙マナー向上のための啓発活動等の実施にかかる相互協力
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改正健康増進法における義務違反時の対応等

①喫煙禁止場所における喫煙 ②喫煙器具、設備等の設置 ④20歳未満の者を喫煙室に
立ち入らせる

③紛らわしい標識の掲示、
標識の汚損等

【全ての者】 【管理権原者等】 【管理権原者等】【全ての者】

改善が見られ
ない場合

都道府県知事等が
「勧告」

改善が見られな
い場合

都道府県知事等
が

「公表」

改善が見られ
ない場合

管理権原者等が
喫煙の中止等を求める

都道府県知事等が「指導」

改善が見られない場合
都道府県知事等に通報

都道府県知事等が「命令」

「罰則の適用」（過料）※都道府県知事等が地方裁判所に通知

改善が見られない場合

改善が見られない場合

違反が発覚 ※都道府県等に住民からの相談窓口を設置。

and/or

※ 違反があった際には、都道府県知
事等の指導によって改善を図る。

（20歳未満の者が受動喫煙をしている
場合に相談窓口で受付け）

＜参考＞

窓口への相談や情報提供があった場合、他法令・他制度に係る業務において事業者との接点がある場合な
どに要件適合性の確認等を行い、違反があった場合には改善を促す。
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社会全体としての国民運動へ

○企業・団体・自治体への参画の呼びかけ
○社員・住民の健康づくりのためのリーフレットやポスターの提供
○大臣表彰「健康寿命をのばそう！アワード」
○「健康寿命をのばそう！サロン」による参画団体の交流と好事例の横展開

厚 生 労 働 省 

社内啓発や消費者への啓発活動に利用するロゴマー
クの使用（パンフレットやホームページなど）

→ 企業等の社会貢献と広報効果

社員・住民の健康づくり、禁煙や受動喫煙防止の
呼びかけ、検診・健診促進のためのポスター等に
よる啓発 → 社員・住民の健康意識の向上・促進

＜事業イメージ＞

・フィットネスクラブ
・食品会社

等

・メディア
・外食産業

企業・団体

自治体＜健康寿命をのばそう！アワードトロフィー＞

○背景：高齢化の進展及び疾病構造の変化を踏まえ、特定健診等により生活習慣病等を始めとした疾病を予
防・早期に発見することで、国民の健康寿命の延伸と健康格差の縮小を図り、健やかで心豊かに生活
できる活力ある社会を実現することが重要である。

○目標：「適度な運動」「適切な食生活」「禁煙」「健診・検診の受診」をテーマに、健康づくりに取り組む
企業・団体・自治体を支援する「スマート・ライフ・プロジェクト」を推進。個人や企業の「健康意
識」及び「動機付け」の醸成・向上を図り、社会全体としての国民運動へ発展させる。

国民や企業への健康づくりに関する新たなアプローチ

＜スマート・ライフ・プロジェクト＞ 参画団体数 12,202団体 (R7.1.31現在)
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《生活習慣病予防分野》では、従業員や職員、住民に対して、生活習慣病予防の啓発、健康増進のための
優れた取組をしている企業・団体・自治体を表彰（厚生労働大臣賞、スポーツ庁長官賞、厚生労働省局長賞）

令和６年度の第13回では、113件（企業61件、団体34件、自治体18件）の応募を受け、有識者による評価委
員会で審査・選出された取組事例から決定

令和６年度 第13回 健康寿命をのばそう！アワード 《生活習慣病予防分野》

〈企業部門〉 ミタニ建設工業株式会社
〈団体部門〉 自治医科大学学生寮生活サポートセン
ター
〈自治体部門〉 都城市

厚生労働大臣 最優秀賞

厚生労働大臣 優秀賞

厚生労働省健康・生活衛生局長 優良賞

〈企業部門〉  株式会社パソナグループ、株式会社 セブン-イレブン・ジャパン、アフラック生命保険株式会社、株式会社 𠮷野家ホールディングス、
出光興産株式会社

〈団体部門〉  医療法人社団登豊会近石病院 カムカムスワロー、一般社団法人Luvtelli 、全国健康保険協会沖縄支部、
 NPO法人日本シニアデジタルサポート協会、一般社団法人ドゥーラ協会

〈自治体部門〉 旭市役所、埼玉県入間市、春日井市、三重県紀北町

スポーツ庁長官 優秀賞

飛騨市役所
今日も「まめなかな！」減塩食品・料理の普及活動による
食環境整備2019-2024 
～地元企業での減塩中華そば開発と導入に至るまで～

〈企業部門〉 株式会社Ambi
〈団体部門〉 新潟大学村山研究室
〈自治体部門〉 川崎市

厚生労働省「第13回 健康寿命をのばそう！アワード」 https://www.smartlife.mhlw.go.jp/award/13/ １－13
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健康増進施設認定制度について

厚生労働省では、国民の健康づくりを推進する上で適切な内容の施設を認定しその普及を図るため「健康増進施設認定規程」

を策定し、運動型健康増進施設、温泉利用型健康増進施設、温泉利用プログラム型健康増進施設の３類型の施設について、大

臣認定を行っている。

令和６年12月27日時点

14

運動型健康増進施設
（昭和63年～）

温泉利用プログラム型健康増進施設
（平成15年～）

健
康
増
進
施
設
認
定
規
程
（
告
示
）

温泉利用型健康増進施設
（昭和63年～）

国
民
の
健
康
づ
く
り
を
推
進
す
る
上
で
適
切

な
内
容
の
施
設
を
厚
生
労
働
大
臣
が
認
定
し

そ
の
普
及
を
図
る

（
３
類
型
を
規
定
）

《設備要件》

○運動関係 ： 有酸素運動、筋力強化運
動等を安全に行える 設備 （ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ、
運動ﾌﾛｱ及びﾌﾟｰﾙの全部又は一部）

○その他 ： 体力測定、運動ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ提供
及び応急処置のための設備

《人的要件等》

○運動プログラム提供者
（健康運動指導士
等）の配置

○医療機関との連携
（３類型共通）

《設備要件》

○運動関係、その他 ： 運動型施設と同じ
○温泉設備 ： 次の５種類の設備
①かぶり湯、②全身及び部分浴槽、
③寝湯、持続浴槽等、
④気泡浴槽、圧注浴槽等、⑤サウナ等

※ 温泉利用施設と運動型施設が近接等により一体で
運営されるもの（連携型施設）を含む

《人的要件》

○運動プログラム提供者
（健康運動指導士
等）の配置

○温泉利用指導者の配置

《設備要件》

○運動関係 ： （不要）
○その他 ： 血圧測定、温泉利用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
提供、生活指導及び応急処置設備

○温泉設備 ： 次の２種類の浴槽
①刺激の強いもの（泉温42度以上 等）
②刺激の弱いもの（泉温33～39度 等）

《人的要件》

○温泉入浴指導員の配置

371ヶ所

22ヶ所
（うち連携型４ヶ所）

温泉を利用した健康増進のためのプログラム（以
下のいずれか）を提供する施設
①特に優れた泉質を利用
②周辺の自然環境を活用
③地域の健康増進事業と連携

健康増進のための温泉利用及び運動を安全かつ

適切に行うことのできる施設

健康増進のための有酸素運動を安全かつ適切に
行うことのできる施設

26ヶ所
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指定運動療法施設及び医療費控除制度について

運動型健康増進施設

指定運動療法施設

《設備要件》

○運動関係 ： 有酸素運動、
筋力強化運動等を安全に行
える設備 （ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ、運
動ﾌﾛｱ及びﾌﾟｰﾙの全部又は
一部）

○その他 ： 体力測定、運動
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ提供
及び応急処置のための設備

《人的要件等》

○運動プログラム
提供者（健
康運動指導
士等）の配置

○医療機関との
連携

《指定要件》

〇健康増進施設の提携業務担当医が運動療法に関
する知見を有する（健康スポーツ医等である）こと
※ 提携医療機関が付置されていれば担当医は健康スポー
ツ医でなくともよい

〇１回あたりの施設利用料金が１万円以内であること

〇提携医療機関との間で、運動療法の実施に関し、随
時指導・助言を行う旨の契約関係を有すること

（平成４年７月６日付け健医健発第49号厚生省保健医療局健康増進栄養課長通知）

健康増進施設のうち、

運動療法が適した施設

として指定を受けた施設。

運動型健康増進施設の要件に加えて、、、

266ヶ所
（371ヶ所のうち）

医師の指示により同施設を利用し
て行った運動療法に係る費用は、
医療費控除の対象となる。

（平成４年７月６日付け健医発第
816号厚生省保健医療局長通知）

• 医師の処方に基づき疾病の治療
のための運動療法を行う場とし
て十分機能しうるものと認めら
れる。

• 医師が治療のために患者に指定
運動療法施設を利用した運動療
法を行わせた場合で、所定の書
類によりその旨の証明ができる
ものについては、当該施設の利
用料金も医師の治療を受けるた
めに直接必要な費用と認められ、
医療費控除の対象となる費用に
該当する。

令和６年12月27日時点
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ホームページ「女性の健康推進室ヘルスケアラボ」

多くの女性が直面する月経の悩みや、妊娠・出産に関する疑問、様々な体調不良等に関して、情報提供しています。
（1か月あたりの訪問数約35万、PV数約70万）

http://w-health.jp/

女性の健康推支援事業
事業実施主体：国立大学法人 東京大学 産婦人科学教室
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• 女性の健康週間特設Webコンテンツ 「大人の相談室～女性の更年期障害って？～」

• 専門家や当事者による、更年期の基礎知識や体験談を動画収録

ー性別を問わない全世代（の国民）へのメッセージを通じて、周囲の支援や理解についても普及啓発

女性の健康週間（3月1日～8日）

女性の健康に関する知識の向上と、女性を取り巻く健康課題に対する社会的関心の喚起を図り、「女性の健康週間」を通じて女性の健康づく
りを国民運動とし、国及び地方公共団体、関係団体等社会全体が一体となって、各種の啓発事業及び行事等を展開することで、女性が生涯
を通じて健康で明るく、充実した日々を自立して過ごすことを総合的に支援しています。厚生労働省では、例年「女性の健康週間」に合わせてイ
ベント等を実施しています。

• 女性の健康週間特設ホームページ 「みんなで知ろう。婦人科のこと」

• 「生理痛」や「更年期障害」など、女性の健康課題に関する情報提供やセルフチェック、婦人科への受診勧奨を行う。

• 家庭、職場などにおける支援や、男性の立場からの支援についても普及啓発

令和３年度

• 女性の健康週間特設ホームページ 「知ろう！つくろう！女性の健康～みんなで学ぼう 生理について～」

• 三原副大臣及び宇賀なつみさんによる女性の健康週間の紹介動画

• 専門家による「月経」、「女性の健康づくりに関する男女の教育・支援」に関する情報提供

令和２年度

• 女性の健康週間特設Webコンテンツ ～自分のからだと向き合う、適正体重の大切さ～

• 厚生労働省ホームページ上コンテンツ 骨粗しょう症予防 「骨活のすすめ」

• 上記を通じて、やせ女性の健康問題の啓発や情報提供を行うとともに、推奨する生活習慣を提案

令和５年度

令和４年度

3月8日：国際女性デー
（International Women's Day）
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健康増進事業について

• 健康増進法第１７条及び第１９条の２に基づき市町村が行う、①健康教育②健康相談③健康診査④
訪問指導の事業に対して、都道府県が補助する事業及び指定都市が行う上記事業の国庫補助を行う。
（補助金：負担割合【国１／３ 、都道府県 １／３、 市町村 １／３】【国１／３、政令指定都市 ２／３】）

種 類 等 内 容 種 類 等 内 容

健
康
教
育

個別健康
教育

○疾病の特性や個人の生活習慣を具体的に把握しながら、
継続的に個別に健康教育を行う。
（高血圧個別健康教育、脂質異常症個別健康教育、糖
尿病個別健康教育、喫煙者個別健康教育）   

健
康
診
査
等

保健指導
○動機付け支援
○積極的支援

歯周疾患
検診

○検診項目
・問診
・歯周組織検査

集団健康
教育

○健康教室、講演会等により、以下の健康教育を行う
（一般健康教育、歯周疾患健康教育、薬健康教育、慢
性閉塞性肺疾患（COPD）健康教育、病態別健康教育、
ロコモティブシンドローム（運動器症候群）健康教育）

骨粗鬆症
検診

○検診項目
・問診
・骨量測定

肝炎ウイル
ス検診

○問診
○Ｃ型肝炎ウイルス検査
（ＨＣＶ抗体検査、ＨＣＶ核酸増幅検査（必要な者の
み））
○Ｂ型肝炎ウイルス検査
（ＨＢｓ抗原検査）

健
康
相
談

重点健康
相談

○幅広く相談できる窓口を開設し、以下の健康相談を行う。
（高血圧・脂質異常症・糖尿病・歯周疾患・骨粗鬆症、
女性の健康・病態別（肥満、心臓病等））

総合健康
相談

○対象者の心身の健康に関する一般的事項に関する指導、
助言を行う。

訪問指導

○生活習慣病の予防に関する指導
○家庭における機能訓練方法、住宅改造、福祉用具
の使用に関する指導
○家庭における療養方法等に関する指導 等

健
康
診
査
等

・健康診査
・訪問健康
診査
・介護家族
訪問健康
診査

○診査項目
・身長、体重及び腹囲の検査等
・既往歴の調査等（服薬歴・喫煙習慣の状況に係る調査
含む） 
・血糖検査 ・尿検査 ・肝機能検査
・血圧測定 ・血中脂質検査
・理学的検査（視診、打聴診、腹部触診等） 等

総合的な
保健推進事業

○健康増進法第１９条の２に基づき市町村が実施する
各検診等の一体的実施及び追加の健診項目に係る企
画・検討

注 ６５歳以上の者については、介護予防の観点から別事業を実施している。
平成１０年度より一般財源化されているがん検診についても、健康増進法に基づく健康増進事業として位置づけられている。

事業概要
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健康日本21（第三次） 骨粗鬆症検診に関する目標

項 目 現状 目 標

骨粗鬆症検診受診率の
向上

5.3％
（令和３年度）

15％
（令和14年度）
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（出典：地域保健・健康増進事業報告より骨粗鬆症財団が算出）

骨代謝

骨形成

骨吸収

エストロゲン

（女性ホルモン）

健康日本21（第三次）
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施策名：女性の健康相談支援体制構築事業

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

女性の健康については、ライフステージによりホルモンバランスが劇的に変化し、心身の状態に大きな変化を
生じることから、ステージ毎の特性に応じた支援が求められるため、薬局等の身近なところで相談支援を行う
者を養成するための教育資材の開発や、相談から診療に繋げるスキームの構築を図る。

女性の健康支援に関する関係者が連携し、必要に応じて適切な受診勧奨が可能な女性の健康支援に関する相談支援体制を構築す
るため、現状の課題の整理や教育資材の開発、好事例収集等を行う。

女性の健康支援に関するリソースの可視化、相談支援員の養成・教育によって、社会的損失（労働生産性の損失、医療費支出の増
大）の観点から女性の健康の一層の増進を図ることができる。

【○女性の健康総合センターの体制の充実、相談支援体制の構築】

令和６年度補正予算 97百万円 健康・生活衛生局健康課
（内線2396）

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

○

・相談支援員養成のための教育資材の開発

・相談支援員の養成、教育

・講習会の開催 等

連携委託

参画

薬局等の身近で相談対応
を行う者を対象

成育医療研究センター厚生労働省

関係学会

・団体 委託先

○自治体

○医療関係団体

○医療機関

○薬局 等

相談・診療体制の充実

＜想定される関係者の主な役割＞

【自治体】
• 相談対応、治療対象者の医療機関への誘導
• 相談支援員/一般向け講習会の開催、近隣医療機
関との連携 等

【医療関係団体】
• 講習会の開催、連携体制構築 等

【医療機関】
 ・患者の状況に応じた診療、紹介・逆紹介、連携
体制構築 等

【薬局等】健康サポート薬局等を想定
• 相談対応、治療対象者の医療機関への誘導
• 近隣医療機関との連携 等
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医療DXの推進に関する工程表〔全体像〕

2023年度
（令和5年度）

2024年度
（令和6年度）

2025年度
（令和7年度）

2026年度～
（令和8年度～）

マイナンバーカードと健康
保険証の一体化の加速等

電子カルテ情報の標準化等

自治体・医療機関/介護事業
所間の連携 等
・自治体が実施する介護、予
防接種、母子保健等の事業の
手続に必要な情報の連携

診療報酬改定DX

〔医療機関等システムのモダ
ンシステム化〕

共通算定モジュールの設計・開発

マスタの開発・改善
電子点数表の改善

○令和6年秋
・保険証廃止

訪問診療等、柔道整復師・あん摩マッ
サージ指圧師・はり師・きゅう師の施
術所等でのオンライン資格確認の構築

マイナンバーカードと健康保険証の一体化の加速等

マスタ・コードの標準化の促進
提供拡大

スマホからの資格確認の構築

医療機関・薬局間だけでなく、自治体、介護事業所と情報を共有、マイナポで閲覧に加え、申請情報の入力

電子処方箋を実施する医療機関・薬局を拡大

診療情報提供書・退院時サマリーの交換
検査値〔生活習慣病、救急〕、アレルギー、薬剤禁忌、傷病名等を共有

順次、医療機関、共有する医療情報を拡大

概ね全ての
医療機関・薬局で導入

医療機関・薬局間での共有・マイナポでの閲覧が可能な医療情報を拡大

業務運用の見直し
医療機関・自治体との

情報連携基盤の整備
実証事業

マイナポの申請サイトの改修

マスタ及び電子点数表
改善版の提供開始

機能を更に追加しながら、
医療機関数を拡大

医療機関等のシステムについて、診療報酬の共通算定モジュールを通し、抜本的にモダンシステム化

共通算定モジュールのα版提供開始
先行医療機関で実施、改善

順次、機能を追加

診断書等の自治体への電子提出の実現
順次、対象文書を拡大

運用開始

運用開始

生活保護（医療扶助）のオンライン資格確認対応 運用開始

保険医療機関等のオンライン資格確認の原則義務化

 医療機関・ベンダの負担軽減 

 医療機関・ベンダの更なる負担軽減 

全
国
医
療
情
報
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
構
築

救急時に医療機関等で患者の医療情報を閲覧できる
仕組みの整備

運用開始

運用開始し、普及

国民に直接メリットがある機能を開始 ⇒ ⇒ ⇒ 機能・実施自治体を拡大

下記について全国的に運用
・公費負担医療、地方単独医療費助成
・予防接種
・母子保健情報
・介護
・自治体検診
・感染症届出

自治体システムの標準化、共有すべき文書の標準化・クラウド化

先行実施

全国医療情報プラットフォームの基盤構築
（電子カルテ情報共有サービス（仮称）の整備）

本格実施

レセプト情報

電子処方箋

電子カルテ情報

医療情報化支援基金の活用による電子カルテ情報の標準化を普及

情報共有基盤の整備
共有等が可能な医療情報
の範囲の拡大

標準型電子カルテα版提供開始 本格実施

民間PHR事業者団体等と連携したライフログデータ標準化、 医療機関実証、2025年大阪・関西万博も見据えたユースケース創出支援 順次、ユースケースを拡大

第２回医療ＤＸ推進本部
（令和５年６月２日）資料３
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自治体検診DXの方向性について

自治体検診情報の二次利用２

・ 紙媒体による、対象者への受診券や実施通知の送付、医

療機関への検診票の送付等の必要。

・ 封入作業（人件費）、通信運搬費（郵送費）、健康管理

システムへの情報入力、費用支払に対する事務コストが発生。

・ 受診券、実施通知のペーパーレス化により、封入作業や郵

送費が不要に。健康管理システムへの入力作業が不要に。

・ 費用支払に対する事務コストの軽減（例えば集合契約など事務

負担の軽減等に資する他の方策も検討）

自治体検診事務のデジタル化１

・ 問診票をスマートフォンで入力可能になり、住所や氏名な

どの情報は自動で入力。

・ マイナンバーカード１枚で検診を受診可能となる。

・ 紙の問診票記入に際して、毎回、住所や氏名などを記載

する手間。

・ 受診時に、毎回、紙の受診券を医療機関に提出する手間。

住民

現状 将来

自治体

○ 自治体検診は、現状、紙を中心とした運用となっており、住民の手間や事務的なコストが発生している。PMHの仕

組みを活用し、自治体検診事務のデジタル化を図ることとしてはどうか。

○ また、PMHを活用した自治体検診事務のデジタル化を図る中で、自治体検診情報について、データベースを構築し

てはどうか。また、他の公的DB等とも連結することを可能とし、自治体検診情報の政策研究等へ活用することとして

はどうか。

医療機
関 ・ 検診結果の報告、費用請求のペーパーレス化・ 検診結果を手書きにより記入し報告、郵送での費用請求

○ 他の公的DB等とも連結することを可能とし、例えば以下のような自治体検診情報の政策研究等への利活用が考えられる。

 （例） ・がん検診受診の有無とがん罹患情報の連結解析による精度管理

・歯周病検診受診の有無と、生活習慣病（罹患状況や医療費）・介護（要介護度）等との関係性の分析 

・骨粗鬆症検診受診の有無と、医療（骨折の治療歴）・介護（要介護度）との関係性の分析

※ PMH導入による効果等を勘案し、費用負担の在り方を検討することが必要。

令和６年11月５日 第59回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会 資料１
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自治体検診DXの将来像（イメージ）

受診対象者

マイナポータル

④受診時にマイナンバーカード提示

⑧検診実施
医療機関

（or集団検診会場）

健康管理システム

①受診者情報

国保連

⑬費用請求

⑩検診結果

⑭費用支払

自治体検診DB

連
結

NDB等

ＤＢを連結し、自治
体検診のエビデンス
を蓄積・研究

第
三
者
提
供

（
匿
名
）

第
三
者
提
供

（
匿
名
）

大学
研究機関等

・
費
用
請
求

市区町村

⑨検診結果送信

※システムの構成等については、

今後の調整で変更があり得る。

費用請求
システム

集合契約
システム

⑪検診結果

国保中央会

医療情報基盤・診療
報酬審査支払機構

オンライン資格確認等
システム等

⑤対象者照会

（１）自治体検診のデジタル化 （（２）検診情報の二次利用

⑥対象者照会

Public Medical Hub
（自治体検診）

⑮
費
用
支
払

検診情報

（仮名化）
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医療法等の一部を改正する法律案【健康増進法の一部改正関係】

○ 健康増進法第19条の２に基づき市町村が実施する自治体検診については、現状、紙を中心とした運用となっており、住民
の手間や事務的なコストが発生している。

○ 自治体検診（※１）について、PMH（Public Medical Hub）の仕組みを活用したデジタル化を図り、市町村、検診を受
託する医療機関等、住民の間で効率的に情報の共有を行うことができるようにするため、同法に、自治体検診の対象者に係る
情報の収集・整理等の事務について、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構（※２）、国民健康保険団体連合会へ委託するこ
とを可能とする規定を設ける。
※１ 健康増進法上に定義を設けることとする。
※２ 社会保険診療報酬支払基金法を改正し、支払基金の名称を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改正する。以下「機構」という。

１ 自治体検診事務のデジタル化

公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日

３ 施行期日

○ PMHを活用した自治体検診事務のデジタル化を図る中で、自治体検診情報について、データベースを構築することとし、
健康増進法において、厚生労働大臣は市町村検診等に関する調査研究を実施すること及び市町村長は当該調査研究のために必
要な情報を厚生労働大臣に提供しなければならないことを規定する。

○ 当該データベースについて、ニーズに応じた幅広い政策研究等への活用を見据え、厚生労働大臣による自治体検診情報を匿
名化・仮名化した情報の利用・提供を可能とするとともに、これらの情報と匿名化・仮名化された電子カルテ情報、レセプト
情報等との連結解析を可能とする規定を設けることとする。

匿名化・仮名化情報の利用・提供に当たっては、適切な利用を担保するため、現行のNDB等における匿名化情報の利用・提
供に関する取扱いや仮名化情報の性格を踏まえ、これらの情報の利用者等に対する必要な保護措置等に関する規定を設ける。

  ○ また、自治体検診情報の匿名化・仮名化情報の利用・提供等に関する事務について、機構、連合会等に委託することを可能
とする規定を設ける。

２ 自治体検診情報を匿名化・仮名化した情報の利用・提供等

１－24



自治体検診DX推進モデル事業

◆「医療DXに関する工程表」（令和５年６月２日）において、全国医療情報プラットフォームを構築することとされ、自治体検診情報

についても、これと連携する仕組みを構築することにより、医療機関・薬局等と自治体の間で必要な情報を共有可能にし、自治体シス

テム標準化の取組の状況を踏まえながら、連携を開始することとされている。

◆「地方公共団体等における必要な保健医療情報を安全に共有できる仕組みの構築に向けた調査研究等一式」（令和５年度委託事業）に

おいて、自治体検診情報の全国医療情報プラットフォームとの連携に際しては、PMHの活用が効果的・効率的であると示された。

◆一方で、現状の紙を中心とした運用と、PMHを活用したスキームでは、自治体検診事務が大きく異なる。

２  事業の概要・スキーム、実施主体

１  事業の目的

受託事業者
（コンサル等）

委託

厚 生 労 働 省

自治体におけるPMHの活用の全国的な展開を円滑に進めるため、自治体検診のデジタル化に係るモデル構築を図る

○ 予防接種、母子保健の先行実施の実施状況を踏まえつつ、自治体検診DXにおけるPMH導入に向けたモデル事業を実施する。

P M H

モデル事
業実施支

援

自治体システム
運用事業者

医療機関自治体

地域住民

自治体検診情報の連
携

デジタル化による事務負担軽減

受診勧奨
のデジタ

ル化

・受診券
・問診

のデジタル化

システム改修

契約

＜事業の流れ＞

➀ モデル事業受託事業者の調達

➁ モデル事業に参加する自治体を公募

③ 自治体システム運用時業者と受託事

業者でシステム改修等について契約

＜取組事項＞
・受診案内や受診券発送
・検診結果入力
等について、デジタル技術を活用した
モデル事業を行い、全国的な展開に向
けた先行事例とする。

令和６年度補正予算額 10億円（－億円） ※（）内は前年度当初予算額

健康・生活衛生局健康課
内線（２９４０）
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自治体検診に関する全国集合契約について（イメージ）

◆自治体検診の実施に係る委託契約

・委託元である市区町村は都道府県に契約を委任し、委任を受けた都道府県は自治体の取りまとめ団体に契約を再委任する。

・委託先となる医療機関・歯科医療機関は群市区医師会・郡市区歯科医師会等に契約を委任し、委任を受けた各団体は日本医師

会・日本歯科医師会等に契約を再委任する。

・契約の締結について委任を受けた自治体の取りまとめ団体と日本医師会・日本歯科医師会等が実施に係る集合契約を締結する。

◆自治体検診の支払に係る委託契約

・市区町村と国保連が支払に係る委託契約を締結する。

全国集合契約について

全国集合契約のスキーム

①グループ同士で包括的な契約を行うことにより、契約数を大幅に抑えられ、関係者の事務負担の軽減を図る
②勤務先付近の医療機関での受診等、居住地外での受診が可能な体制を整備する

※他制度を参考にした契約イメージであり、具体的な契約内容等については今後検討。 

※なお、①自治体の取りまとめ団体と日本医師会・日本歯科医師会の集合契約②市町村と国保連の費用支払については書面で契約し、委任契約についてはシステム上で契約することを想定。
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